
草津市 重層的支援体制整備事業（イメージ図）

草津市の主な課題と対応案

・ 地域包括支援センター（高齢） ・ 障害者福祉センター（障害） ・ 子育て相談センター（子ども）
・ 人とくらしのサポートセンター（困窮） ・ 社会福祉協議会 ・ 教育委員会 ・ 家庭児童相談室
・ 発達支援センター ・ 健康増進課（保健） ・ 子ども・若者総合相談窓口 他

課題が複雑化・複合化した事例や狭間
の課題の解決のため、関係課や関係機
関の役割の整理、支援の方向性を示す

複雑化・複合化した世帯

多機関協働（人とくらしのサポートセンター）

相談支援機関

重層的支援会議

支援会議

〇課題整理
〇役割分担
〇プラン作成
〇モニタリング（伴走支援）

地域づくりに向けた支援
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地域課題の検討 等

会議体

アウトリーチ

支援の場に出てこれない方や希求力
のない方に継続的に伴走し、信頼関
係を構築
〇訪問相談 〇情報収集
〇他課へのつなぎ

参加支援

本人のニーズに合わせ、既存の就労の場や居場
所でもない、多様な活躍の場を地域資源から開拓
〇資源開拓 〇マッチング
〇フォローアップ

新

新

新

地域資源や地域課題を把握・共有し、地域福祉活
動の拡充を図るとともに、支援が必要な方を支えら
れる地域の形成を目指す。
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チーム支援
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複雑化・複合化したケースに対し、多機関協働（人とくらしのサポートセンター）が旗振り役（総合調整役）となり関係課、関係機関で支援チー
ムを構成し、それぞれの役割分担や支援の方向性を検討して支援を行う。また、長期的な寄り添いによる自ら支援につながることが難しい人
の関係性の構築（アウトリーチ）や就労まで行けない方のニーズに合わせた社会参加の場の拡充を一体的に実施する。
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草津市 多機関協働（人とくらしのサポートセンター）
◆ 多機関協働事業の流れ

相談
民生委員・児童委員、
まちづくり協議会、

学区社協、地域団体 等

地 域
地区担当保健師

相談 必要な支援者・支援機関への繋ぎ訪問・面談等の実施

インテークとしての対応
（実態把握）

多機関協働事業（コーディネート会議）への繋ぎ

重層コーディネーターが、課題集約を行い、必要な支援
および支援機関等を総合調整し、プランニングする。

関係課・関係機関
参加支援事業
本人のニーズに合わせ、既存の就労の場や居場所
でもない、多様な活躍の場を地域資源から開拓
〇資源開拓 〇マッチング 〇フォローアップ

（重層）
コーディネーター

・地域包括支援センター
・基幹相談センター
・子育て相談センター等

（各分野の）相談支援機関

（各分野の）相談支援機関

アウトリーチ支援事業
支援の場に出てこれない方や希求力のない方に継
続的に伴走し、信頼関係を構築
〇訪問相談 〇情報収集 〇他課へのつなぎ

人とくらしのサポートセンター

くらしサポート係 地域保健係

地区担当
保健師

重層的支援体制整備事業

コーディネーター生活困窮 等

福祉の総合相談窓口

◆ 人とくらしのサポートセンターの役割分担

・主催：人とくらしのサポートセンター 地域保健係 （コーディネーター）
・メンバー： 世帯員を支援する（今後の支援者）関係課・関係機関
・種類： 本人同意がある場合は、「重層的支援会議」

本人同意がない場合は、「社会福祉法に基づく支援会議」

○世帯に起きている課題と優先順位の共有
○世帯に起きている課題に対する目標の決定
○支援プラン策定、関係課・関係機関等の役割分担の決定
○次回モニタリング会議の開催の有無と時期の決定
○終結／中止の決定

◆ コーディネート会議



草津市 コーディネートのフロー

対象者

＜担当者＞
草津市
人とくらしのサポートセンター 地域保健係
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